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令和４年蘭越町議会第１回臨時会会議録   

 

○開会及び閉会  

 令和４年  １月２１日  

  開  会   午前１０時００分  

  閉  会   午前１０時５２分  

 

○出席及び欠席議員の氏名  

  出席（１０名）  １番   淀谷   融    ２番  金安 英照     

３番  田村 陽子    ５番  永井   浩     

６番  向山  博    ７番  難波  修二     

８番  赤石 勝子    ９番  栁谷   要     

１０番   熊谷  雅幸  １１番   冨樫  順悦  

  欠席（  ０名）   

 

○会議録署名議員  

  ２番  金安  英照  ３番 田村  陽子        

 

○説明のために出席した者の職氏名  

 町 長        金   秀行    副町長        山内   勲  

教育長        小林  俊也    総務課長       渡辺   貢  

税務課長       名越  義博    住民福祉課長    北山  誠一  

健康推進課長    梅本  聖孝    農林水産課長    西河  修久  

建設課長       北川  淳一    商工労働観光課長   水上  昭広  

蘭越診療所事務長   山下  志伸    教育次長       田縁  幸哉  

会計管理者      小木  利夫    農林水産課参事    木村  恭史  

 

  ○職務のため出席した事務局職員  

  事務局長  福原 明美     書  記  和田 慎一  
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○議事日程  

  日程第１  会議録署名議員の指名  

  日程第２  会期の決定  

  日程第３  町長の行政報告及び提案理由の大綱説明  

  日程第４  議案第１号  令和３年度蘭越町一般会計補正予算（第１０号）  
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○議長（冨樫順悦）  おはようございます。  

ただいまの出席議員は１０名であります。  

これより、令和４年第１回蘭越町議会臨時会を開催いたします。  

ただちに本日の会議を開きます。  

説明出席者につきましては、名簿をお手元に配布していますので、御了

承願います。  

また、本日の会議中、報道機関の取材について許可をしておりますので、

御了承願います  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は会議規則第１１８条の規定により、２番金安議員、３

番田村議員を指名いたします。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第２、会期の決定を議題とします。  

議会運営委員長からお諮り願います。  

８番赤石議員。  

 

○８番（赤石勝子）  おはようございます。  

令和４年第１回蘭越町議会臨時会の開会に当たりまして、議会運営委員

会の決定事項をお知らせいたします。  

会期は、本日１日間といたします。  

日程につきましては、皆様にお配りしています日程表のとおり行いたい

と思いますので、議長より、よろしくお取り計らいのほどお願いいたしま

す。以上でございます。  

 

○議長（冨樫順悦）  お諮りします。  

ただいま議会運営委員長からお諮りのとおり、本臨時会の会期は、本日

１日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、会期は１日間とすることに決定しました。  

 

○議長（冨樫順悦）  日程第３、町長の行政報告及び提案理由の大綱説明

を願います。  

金町長。  
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○町長（金秀行）  おはようございます。  

第１回蘭越町議会臨時会を招集しましたところ、大変御多用の中、議員

の皆様方の御出席をいただきまして、本臨時会が開催できますことを、ま

ずもってお礼を申し上げたいと存じます。  

第４回蘭越町議会定例会が開催されました１２月１６日以降の行政報告

については、お手元に資料としてお配りしておりますが、詳細をお知らせ

したい行事等について、口頭で御報告を申し上げます。  

１ページ、１２月２０日から２１日、この日は歳末独居高齢者激励訪問とし

て、２日間にわたり町内６９歳以上のお独りで暮らされている方々２２０世帯

を訪問し、激励をしてまいりました。  

お一人おひとり元気な姿を拝見させていたただき、少ない時間でありました

が、お話をさせていただきながら各御家庭を訪問させていただいたところでご

ざいます。  

１２月２４日、１０時から、この日は令和３年度の総合教育会議を開催して

おります。  

教育の課題について、行政と教育部局が情報を共有し、意思疎通を図り、教

育政策の方向性を一致させる場として、今年で７回目の開催となります。例年

１月下旬に開催をしておりましたが、来年度に向けた取組を進めるため、開催

を１か月早めました。課題としては、児童生徒の学力の向上、放課後こども教

室と学童保育、奨学資金制度、蘭越高校、この４点及び令和４年度予算につい

て、教育長と４人の教育委員で協議をいたしたところでございます。  

１２月２７日、月曜日、この日は北海道新幹線並行在来線対策協議会第１１

回後志ブロック会議が倶知安町で開催され、出席をしております。  

この会議では、北海道新幹線の開業に伴い、ＪＲ北海道から経営分離される

函館線、長万部・小樽間について、沿線自治体の住民説明会や議会から出され

た課題等について、国やＪＲ北海道などの関係機関から情報提供を受けたとこ

ろでございます。また、沿線自治体から協議状況について報告があり、既に報

道等で御存知のことと思いますが、倶知安町、共和町、仁木町、長万部町の４

町が財政負担の重さなどを理由に鉄道の廃止とバス転換の支持をいたしており

ます。余市町は１日当たりの輸送人員が２，０００人にあがることから、余市・

小樽間の鉄道維持を表明しております。本町と小樽市、ニセコ町、黒松内町が

さらに意見聴取や協議を進めるため、態度を保留しております。今後について

は、余市・小樽間の鉄道存廃に向けた余市町と小樽市の個別協議が進められる

ほか、現在、今月下旬から来月上旬の開催で調整中の次期ブロック会議におい
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て、改めて態度保留の自治体の意向が確認されることとなっております。  

１２月２８日、火曜日、９時から、この日は歳末たすけあい運動実施による

歳末見舞金を持参し、蘭越町社会福祉協議会難波会長とともに、昆布温泉病院、

北海愛星学園、一灯園及びグループホームらんこしに激励訪問をいたしたとこ

ろでございます。  

２ページ、１月１４日、１０時から、この日は字黄金に在住する林勝郎様、

美恵子様から、高齢者生活福祉センターこんぶで使用する除雪機約１６９万円

相当の寄贈を受けましたので、センターにて納品に立ち会い、同席いただいた

林御夫妻にお礼を申し上げたところでございます。  

センターの御利用もいただいている林様からは、長年、地元で事業を行って

きて得てきたものを地域に還元したいとの思いから、寄贈の申し出をされたと

いうことで、今後、大切に使わせていただきたいと思います。  

次に、本日提案いたします議案の提案理由の大綱について、御説明申し上げます。  

議案第１号につきましては、令和３年度蘭越町一般会計補正予算第１０号でござ

いますが、歳入歳出それぞれ９，１８５万２，０００円の追加をお願いするもので

ございます。 

歳出の主な内容ですが、総務費では、行政通信システム機器移設等手数料９４万

７，０００円の追加。また、新型コロナウイルス感染症対策費として、子育て世帯

への臨時特別給付金３４０万円の追加。住民税非課税世帯等への臨時特別給付金７，

５６０万円など、合わせまして８，３７２万８，０００円の追加。民生費では、高

齢者コミュニティセンター浴場給湯ボイラー取替修理４８万３，０００円の追加な

ど、合わせまして１３２万４，０００円の追加。衛生費では、地域医療機関体制維持

事業補助金５００万円など、合わせまして５９０万円の追加。土木費では、湯の里

ヴィレッジ周辺道路除雪事業補助金９０万円の追加となり、歳出総額９，１８５万

２，０００円を追加するものでございます。 

歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３４０万円の

追加。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金１７４万８，０００円

の追加。子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金７，７１４万円の追加など、合わ

せまして、歳入総額９，１８５万２，０００円を充当するものでございます。 

なお、詳細につきましては、議案説明の時に担当課長から説明を申し上げます。 

以上で、行政報告及び提案理由の大綱の説明を終わります。よろしく御審議をお

願い申し上げます。 

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって、町長の行政報告及び提案理由の大綱

説明を終わります。  
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○議長（冨樫順悦）  日程第４、議案第１号令和３年度蘭越町一般会計補

正予算を議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 渡辺総務課長。  

 

〇総務課長（渡辺貢）  ただいま上程されました、議案第１号、令和３年度蘭

越町一般会計補正予算第１０号につきまして、御説明いたします。  

現在、この会計の予算の総額は、６７億２，５０４万２，０００円で、歳入歳

出それぞれ９，１８５万２，０００円を追加し、６８億１，６８９万４，０００

円とするものです。  

また、歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。  

それでは事項別明細書の歳出から御説明いたします。６ページを御覧願い

ます。  

２款総務費  １項総務管理費  １３目施設管理費、補正額４９万３，０００円。

特定財源のその他４９万３，０００円は、建物災害共済金です。１０需用費４９

万３，０００円。修繕料で、昨年１２月に水上地区集会所におきまして、車の衝

突による玄関風除室の破損が確認され、その修復に係る費用の補正をお願いする

ものです。なお、対象車両でございますが、倶知安警察からは当事者からの申し

出がない限り、車両の特定に至るのは難しい状況であるとのことを踏まえまして、

早急に風除室の取替修繕を行うものです。  

１４目防災対策費、補正額９４万７，０００円。１１役務費９４万７，０００

円。行政通信システム機器移設等手数料で、通信機器の設置や移設の増加、また、

各中継局システムの故障などにより、予算に不足が生じることから、追加をお願

いするものです。  

次の１６目新型コロナウイルス感染症対策費につきましては、参考資料①で御

説明いたしますので、御覧願います。補正額は８，２２８万８，０００円で、歳

入になります。特定財源の国道支出金８，２２８万８，０００円の内訳でござい

ますが、国庫支出金として、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助

金１７４万８，０００円、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３

４０万円、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金７，７１４万円です。  

つづいて、歳出になりますが、１点目は、新型コロナウイルスワクチン接種事

業で、事業費は、１７４万８，０００円で、財源は、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業補助金です。事業内容は、新型コロナワクチン３回目の接種
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に当たりまして、２月中旬から６５歳以上の高齢者を先行して、現在、ワクチン

接種に向けての準備を取り進めておりますが、この接種業務に必要となる費用の

追加分をお願いするものです。事業費の内訳でございますが、需用費として、フ

ァイル・プリンタートナーほかの消耗品費と、ガソリン・軽油の燃料費、合わせ

て７１万６，０００円。次に、役務費として、接種券等の郵便料１８万８，００

０円。次の臨時運転業務委託料１５万３，０００円は、高齢者等接種会場までの

送迎に係る運転業務の委託料です。次の、自動車借上料５２万８，０００円は、

送迎車両としてハイエース３台を借上げするものです。最後の備品購入費、オイ

ルヒーター１６万３，０００円は、接種ブース用として２台購入するものです。

２点目は、子育て世帯への臨時特別給付金事業で、事業費は３４０万円で、財源

は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金です。  

事業内容は、昨年１２月の第４回定例議会におきまして、子育て世帯の生活を

支援するため、国の給付基準に基づき、高校生以下の児童を養育する世帯に、子

供１人当たり１０万円の一括給付についての議決をいただき、年内に支給させて

いただいたところでございますが、所得制限についての議員各位の皆様からの御

意見・御要望、また、内部で検討・協議を重ねまして、世帯の所得にかかわらず、

全ての児童に公平に行き渡るよう国の所得制限を超える１６世帯３４人への給付

を行うものです。事業費は、子育て世帯への臨時特別給付金３４０万円で、追加

で対象となる児童３４人に対し、一人当たり１０万円を給付するものです。２ペ

ージになります。３点目は、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金事業で、事

業費は７，７１４万円で、財源は子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金です。

事業内容は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で様々な困難に直

面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう住民税非課税世帯

等に対して、１世帯当たり１０万円の現金給付を行うものです。事業費は、本町

の住民税非課税世帯等７５６人に対する給付金７，５６０万円と、これに付随す

る事務費１５４万円の補正をお願いするものです。事業費の内訳でございますが、

会計年度任用職員報酬２か月分の２７万円、職員の時間外勤務手当１６万６，０

００円、次に、需用費として、用紙・トナーほかの消耗品費と封筒の印刷製本費、

合わせて４７万４，０００円。役務費として、郵便料、振込手数料の２７万円。

使用料として、複写機使用料３万円。次の、住民税非課税世帯等への臨時特別給

付金システム改修負担金３３万円は、給付金業務に対応したシステム改修に伴う

負担金です。最後の、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金７，５６０万円は、

対象世帯７５６世帯に対し、１世帯当たり１０万円の現金給付を行うものです。  

申し訳ございませんが、補正予算の議案８ページにお戻りください。  

３款民生費  １項社会福祉費  ４目高齢者コミュニティセンター費、補正額４
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８万３，０００円。１０需用費４８万３，０００円。修繕料で、高齢者コミュニ

ティセンター浴場の給湯ボイラーの故障のため、交換修理をお願いするものです。 

５目高齢者生活福祉センター費、補正額８４万１，０００円。特定財源のその

他２９万７，０００円は、社会保険料です。４共済費４８万２，０００円。社会

保険料で、センターこんぶの会計年度任用職員の新規加入によるものです。１０

需用費３５万９，０００円。修繕料で、センターこんぶの給湯ボイラー制御盤の

故障のため、交換修理をお願いするものです。  

４款衛生費  １項保健衛生費  １目保健衛生総務費、補正額５００万円。１８

負担金補助及び交付金５００万円。地域医療機関体制維持事業補助金で、本町の

地域医療を支える有床の医療機関であります昆布温泉病院へ、地域医療の体制を

維持していただくため、所要の費用を助成するものです。  

８目保健福祉センター費、補正額９０万円。１０需用費９０万円。修繕料

で、保健福祉センターのボイラー熱交換機器及び車庫の電動シャッターの故障の

ため、交換修理をお願いするものです。次のページになります。  

８款土木費  ２項道路橋りょう費  ６目除雪費、補正額９０万円。１８負担

金補助及び交付金９０万円。湯の里ヴィレッジ周辺道路除雪事業補助金で、湯の

里ヴィレッジ共同管理組合から補助金交付申請がありましたので、補正をお願い

するものです。  

つづいて、歳入に戻ります。５ページを御覧願います。  

１６款国庫支出金は、説明を省略します。  

２１款繰越金 １項繰越金  １目繰越金、補正額８７７万４，０００円。１繰

越金８７７万４，０００円。前年度繰越金です。  

２２款諸収入は、説明を省略します。  

以上で説明を終わります。よろしく御審議いただきますよう、お願いいたしま

す。  

 

○議長（冨樫順悦）  これをもって提案理由の説明を終わります。  

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。  

３番田村議員。  

 

○３番（田村陽子）  はい。３番田村です。  

 一つお伺いいたします。参考資料のコロナワクチン接種事業の部分でお

伺いいたしたいと思います。送迎ための運転業務委託料というのは、ちょ

っと理解できるんですけども、あとハイエース３台の借り上げということ

で計上されています。これの送迎に関しては、町で持っている自動車なり
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バスなりの使用というかたちではやらないのでしょうか。そちらのほう、

まずお伺いしたいと思います。わざわざ借りる理由をちょっとお伺いした

いと思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  梅本健康推進課長。  

 

○健康推進課長（梅本聖孝）  田村議員の質問の自動車の借上料の件でご

ざいます。  

 今回のワクチン接種に当たりましては、平日の高齢者が基本ですけども、

平日の接種を予定しております。これに伴いまして、町で所有している車

につきましては、他の用務で使っているということもありまして、レンタ

カーを借り上げしたいというふうに考えております。本来であれば、町に

ある車、融通利かせればいいのでしょうけれども、今回の接種の状況につ

きましても、繰り上げて、日程を繰り上げて実施することで進めておりま

して、そういった臨機応変に対応するためにも、一般の、レンタカーを借

りて実施したいということで考えておりますので、御理解いただきたいと

いうふうに思っております。  

  

○議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

○３番（田村陽子）  接種自体、町にらんらん号を走らせてますよね。そ

してそれに合わせて平日されるという方向もできるかと思うんです。その

補助金が来るからと言って、なんでもかんでもこう、そこに来るお金、交

付金が来るから、国から来るから、それの中でという考え方自体が私はち

ょっと理解できない部分があるんですよね。例えば、その交付金と言って

も巡り巡って皆さんが納めている税金が使われるということなので、可能

な、今ある体制で使えるような、要らない支出をしないような考え方でや

らないことには、そこの観点というのがちょっとずれているような気がし

てならないんですよね。そこのところ、ちょっとお伺いしたいと思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  梅本健康推進課長。  

 

〇健康推進課長（梅本聖孝）  らんらん号を使用してはということでござ

いましたけれども、このワゴン車の使用に当たりましては、現在、想定し

ているのは、要介護のある方、体の不自由な方ですね、介護認定を受けて
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いて、介護サービスを受けている方を２月中旬に２日間ほど設定している。

その後、高齢者を実施するということで考えておりまして、夏にはバスを

借りて実施したんですけれども、ちょっとバスだと小回りが利かない、今

回、冬の実施ということもありまして、地域のほうに住んでいる、高齢者

の家に入って行ったら、大きいバスでは回転できないということもあって

ですね、今回につきましては、ワゴン車を借りて実施したいというふうに

考えております。バスよりも小さい車であれば、乗降の際も、そういう不

自由な方も簡単に乗り降りができるという関連からそういうふうに配慮を

したところでございますので、御理解いただきたいというふうに思います。

また、支出に当たりましては、車両の数、現在３台と考えてますけども、

今、先般から来ている職員、臨時で来ていただいている職員ですね、今、

丁寧に１件、1件、どの人にどういうタイミングでどういうふうに接種会場

まで連れてくるかというのを、一人ひとりですね、今、当たりまして、日

程とか時間とか調整して、ケアマネジャーとか介護サービスを利用してい

る観点のほうも調整しながら進めておりますので、車につきましては、も

ちろん必要ない車までは借りる予定はありませんけれども、現在について

は、３台ということで見込んでおりますので、予算措置させていただいて

おりますので、併せて御理解いただきたいというふうに思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  田村議員。  

 

○３番（田村陽子）  要介護の認定されている方とかおっしゃってました

けれども、デイサービスで使っている車とかありますよね。根本的な考え

方のお話で、工夫をするということ、なんとか今あるものでやる、できる

限り、来るものだから町に痛手はないんじゃないかっていう考え方ではな

くって、やはり、そこのところへの視点を、私はこの先も忘れてはいけな

いと思っていますし、元々のこの本当に３回目が必要なのかっていう視点

から言わせて、今は言いませんけれども、そこに町の支出としてお金を使

うということの重要さを、私は指摘したいと思っていますので、今後、そ

この視点を忘れないで、ちょっと考えていっていただきたいなというふう

に思っております。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  金町長。  

 

○町長（金秀行）  田村議員の御質問にお答えします。  



- 11 - 

 

 議員おっしゃっている部分というのは、分からないわけではないんです

が、国が３回目のワクチン、今、現状を見てもですね、これだけ感染者が

広がっている、そういう状況の中でいち早く国も前倒しをして、ワクチン

接種にいろんな自治体を協力しながらやってくださいということを申して

いるわけです。その中で町も、職員に対応させたり、いろんな部分ででき

ることはやっています。ただ、要介護の方々とか、そういうものが既存の

高齢者センターは送り迎えをして、デイサービスで使っているんです。で

すから、その時間と先生方の協力がない、このワクチン接種はできないん

です。ですから、そういうことを検討しながら、なるべく早くワクチン接

種をできる体制を、私は内部のほうで検討しながら行っていただきたいと

いう指示をした部分の中で、職員がこういうかたちでですね、より多くの

方々に、今、オミクロンという、非常に恐ろしい感染が広がっている部分

を、少しでも和らげるというか、それを少なくする、その方法が今はワク

チンと飲み薬というふうに言われてますので、私はそれをいち早く、その

ための方法ということで、是非、御理解をいただきたいなというふうに思

っておりますので、御理解をください。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

９番栁谷議員。  

 

○９番（栁谷要）  ２点ほど伺います。  

 この予算の、補正予算の一番の注目点は何かと言ったら、非課税世帯へ

の給付でございますね。これは１２月定例でも様々議論になって、非課税、

課税世帯ですね、課税世帯もやると。それで、特別交付金で清算、支出さ

れた上で、春に清算されることだろうと思うんですが、国からの支出の通

知があったというふうにも聞いておりますので、そのへんの経過について、

お知らせ願いたいということが１点でございます。それから、参考資料の

①でもって、歳出の２と３について、ちょっと分からないところがありま

すので、伺いたいと思います。財源内訳の中で、事業費の補助金、１ペー

ジ目ですね、１ページ目。事業費の内訳の補助金、子育て世帯の臨時給付

金３４０万円、これが課税世帯への支出になるものとして見ておりました。

それで次のページに一番最後の行に家計急変世帯っていうのが最後の財源

内訳の説明の中に３７戸あるんですが、これの違いですね、どういう違い

があって、こういうことになったのかということを、ちょっと実態はどう

なのか伺いたいと思います。それと一つ追加です。さっき申し上げました
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交付金の関係でございますが、例えば、学校で、子供たちの現場はどうな

のかなということ、想像力を逞しくすると、仲の良い子供たちが、俺の家

はもらったよと。俺の家はもらわないよと、俺はもらってないんだってい

うようなね。そういう会話がこう、今の子供たち、そういうのをごくラフ

にするんだろうと思うんですけども、教育の現場でそういう問題、大人の

問題というのは非常に説明しづらいと、所得の関係がもろにこう出てくる

問題ですから、この非課税世帯と課税世帯を分け隔てなく支給するってい

う、町の独自財源の覚悟をされた町長の決断というのは、私は１２月の議

会で最大のヒットだったろうと、各町村もそういうふうに横並びでするん

だろうけども、特に蘭越については、議会できちっと議論があったという

ことでございまして、その経過をもう少し詳しくお願いしたい。この二つ

お願いしたいと思います。  

  

○議長（冨樫順悦）  北山住民福祉課長。  

 

〇住民福祉課長（北山誠一）  栁谷議員の御質問にお答えいたします。  

 まずですね、子育て世帯の臨時特別給付金の所得制限のあったのを撤廃

してですね、給付するという件なんですが、議員おっしゃったとおり、１

２月に開催された第４回定例会におきまして、子育て世帯の臨時特別給付

金の審議の際にですね、各議員さんからいろいろ御意見いただいたことで、

町長のほうからは、まずは国の指針のよって給付を行って、財源の確保、

見込みがある場合は検討したいというふうに回答していただいておりまし

た。その後、１２月末にですね、国から新型コロナウイルス感染症対策地

方創生臨時交付金の交付額というのが通知がありましてですね、その際に、

内部でいろいろ協議いたしましてですね、至った経緯が、新型コロナウイ

ルス感染症による所得に係る全ての子育て家庭が影響を受けているのでは

ないかと、またですね、給付金については子供の数によって給付額を算定

する制度でですね、子供に対しての給付であることが明らかでありまして、

平等に給付してはどうかというふうな内部で協議していただいてですね、

国から示された所得によって給付対象外となった１６世帯３４名の子供に

対して給付を行うため、今回この補正をお願いしているところでございま

す。それ２点目のですね、まず３の子育て世帯等臨時特別支援事業費補助

金、この７，７１４万円ですか。これですね、国のほうからですね、まず

子育て世帯等臨時特別支援事業の、事業の中でですね、この非課税世帯と

いう事業を行いなさいということで、通知がありましてですね、なので、
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この子育て世帯という文言で補助金のほうを措置させていただいておりま

すので、御理解願います。あと、家計急変世帯、家計急変世帯というのも

ですね、家計急変世帯というのは、これまで一定の収入がありましてです

ね、町民税に課税されている世帯であったんですが、この新型コロナウイ

ルスの影響を受けまして、家計が急変し、直近の収入減少で町民税の非課

税相当とみなされる場合にその世帯を支援する給付ということで、これも

非課税世帯というふうな文言になってますので、もうこれが全てその中で

の事業として取り扱うということになってますので、御理解願います。以

上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  いいですか。  

  

○９番（栁谷要）  終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

 ５番永井議員。  

 

○５番（永井浩）  ８ページ、衛生費のですね、地域医療機関体制維持事業

という、これについてお伺いします。 

 きちっと体制維持事業というかたちでですね、臨時で補正で出てくるんですけど、

前回もちょっと意見述べさせてもらいましたけども、維持事業としてきちっと項目

を作るのであれば、一般会計から、予算の中からきちっと、最初から予定して予算

化して出すのが、受給側も安心するのではないのかなと思います。この時期にです

ね、出てくると、なんか不要額が出てきたからなんとかやれるかなって、お金、で

きたらあげますよみたいな感じで見えちゃうのは僕だけでしょうかということな

んですが、これは予算化できない何か理由か何かあるんでしょうか。お伺いします。 

 

○議長（冨樫順悦）  梅本健康推進課長。  

 

○健康推進課長（梅本聖孝）  永井議員の御質問にお答えいたします。  

 地域医療機関体制維持補助金につきましては、総務課長からも説明あり

ましたとおり、昆布温泉病院を経営します静和会を想定して、今回補助事

業として実施したいというふうに考えております。これにつきましては、

経常経費ではなくてですね、今かかるお金に対して補助したいという考え

方がありますので、当初予算ではなくて、まずその状況を見た中で、今回
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支出、予算の判断をしたということで、今回の予算措置となっております

ので、御理解いただきたいというふうに思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  永井議員。  

 

○５番（永井浩） 毎年、毎年、不安定、安定していない、確か去年は１，

０００万だった気がします。事業名も違いましたね。確か。同じでしたか。

違いましたよね。そういうことは、受け取る方はなんか困ったやつをそう

やって、例えば、今、赤字になりそうだから財政支援、補助金くださいと

かね、何々だからくださいというかたちになって、去年１，０００万だっ

たのに今年は５００万だった。今度、困っている金額２，０００万にして、

そのうちなんぼかもらうからいいやみたいな感じになってしまうと、それ

は困ることであって、やはり僕は、当初の、維持、地域医療、完全この機

関を維持するんだっていう気持ちが前面に出すのであれば、最初から予算

化して１，０００万だったら１，０００万、これでなんとかやれませんか

っていうかたちで、来年度はまたお宅の決算見て基本１，０００万だった

ら１，０００万だけど、それ見て、１，０５０万になるとか、それは臨時

で組んでいけばいいのではないかなと、僕は思うんですけど、それについ

て、課長、どう思われますか。  

 

○議長（冨樫順悦）  梅本健康推進課長。  

 

○健康推進課長（梅本聖孝）  永井議員の再質問にお答えいたします。  

 今回の補助につきましては、静和会のほうで昨年以来、コンサルタント

を入れて、病院の維持運営について検討をしてきたということで、我々も

１年間かけて何回も担当者、また、昨年９月には、川上理事長自らですね、

お越しいただいて、町長交えて御説明をいただいたという経過がございま

す。この中で、同院では職員の確保、従事する職員の確保のために求人を

する会社に委託をしていると、地域だけでは人材が確保できないというこ

とで、ここに多額の経費を要しているという説明がありました。また、介

護病棟におきましては、基準とされている以上の職員の配置を行いまして、

充実した介護体制をとっている、そういった説明もありましたし、また、

御承知かと思いますけれども、院外薬局が撤退してですね、それに伴う多

額の経費がかかったと、そういった諸々の状況があったという中で、地域

の貴重な病院として維持していっていただきたいということから、一定の
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金額を御提示、病院のほうでは積算したんですけれども、その一部として、

今回、助成したいということで考えておりますので、当初予算の中で、例

えば、議員おっしゃるとおり、１，０００万とかっていう、そういう数字

を載せてしまうとですね、それが大前提となって病院との信頼関係を作っ

ていくという中で、今回、こういう措置をしておりますので、タイミング

としては、議員からの御指摘の点もあろうかと思いますけれども、その都

度都度、こういうふうに判断して、やり方としては、今としては最善なの

かなというふうに考えておりますので、御理解いただきたいというふうに

思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  永井議員。  

 

○５番（永井浩）  打ち合わせをしてね、やっているというのは、それは

分かりますが、体制を維持するためのお金なんですよね。体制を維持する。

困ったから、もうだめです。できません。閉院しますなんてことになった

ら、大変なことになってしまう。ある程度、蘭越町の、あなたの病院は、

ちゃんと重要な施設、医療機関として認定していますよっていうことをで

すね、表明するのに、なんかちょっと物足りないんじゃないかな、物足り

ないというか、ちょっとね、寂しい感じがします。足りなくなった分補助

しますよっていうんじゃなくて、私たちはしっかりあなたの病院を見てま

す。期待していますっていうかたちで、補助事業というか、維持事業、維

持事業をやりますよというかたちでやると、やっぱりある程度の１年間決

まった金額、足りない分というふうに、例えば、これ５００万、５００万

を間違いなく補助します。足りなくなったら１００万上乗せします。そう

いうかたちでやっていって、すいませんが、上限は１，０００万ですって

いうかたちでやっていくのも方法ではないかなと、相手方に対する町から

の思い入れというか、思いやりっていうのはより表明できるのではないか

なと思います。そのへんについて、最後にお願います。  

 

○議長（冨樫順悦）  山内副町長。  

 

○副町長（山内勲）  永井議員の再々質問にお答えします。  

 永井議員の言っていることも十分、御理解できます。ただ、先ほど課長

も言いましたように、昨年来ですね、うちと、ものすごく良いことなんで

すけども、うちと、最終的には町長も交えてですけども、向こう側も代表
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が出てきて、いろんなその経営とかについてですね、お話し合いをさせて

いただいております。何回も。そうした中で、温泉病院さんからは、介護

の部分について、非常に手厚くやっているので、そこの部分について、町

も理解してほしいし、そこの支援についていただければありがたいと、そ

ういう話もあったんですよね。そういう中で、今回、補正をさせてもらっ

たんですけども、定額にはですね、御承知のとおり、バスの燃料費だとか、

あるいは介護職員が長く勤務すると、うちから補助金が出るとか、そうい

った制度ももちろん行ってます。そういう中で、今回ですね、やっぱり話

し合いの中で、ただ単にお金をやればいいというもんではなくて、どこに

手当てがほしいのか、あるいは、もちろん金額的支援もありますし、制度

的支援もありますし、またそれ以外の支援も町でできればと思うんですね。

そういうことをしっかり話し合った中で、今回この５００万という制度に

なったということなんですね。ですから、あくまでも定額で毎年やるとい

うことでなくて、やっぱり温泉病院と話し合いをする中で、どういう手当

が町ができるのか、また向こうがどういう手当を望んでいるのか、そうい

ったところをしっかりマッチングさせながら、毎年そういう内容を精査し

た中で補助していければな、そんなふうに思っていますので、今回、この

ような時期に提案をさせてもらったということで、是非、御理解いただけ

ばなと、そのように思います。以上です。  

 

○５番（永井浩）  終わります。  

 

○議長（冨樫順悦）  ほかに質疑ありませんか。  

 １番淀谷議員。  

 

○１番（淀谷融）  はい。１番淀谷です。  

 住民税の非課税世帯の特別給付金事業について、ちょっとお伺いしたい

と思います。住民税の非課税世帯という部分で、中身をちょっと見たら、

これは令和３年度の非課税世帯ということで、７１９世帯ということで、

調査されたのだなと思ってございます。それで、これが令和３年１２月１

０日時点で、住民登録がある方に確認書等送付することになっているわけ

です。それで、この確認書の締切日というか、いつまでっていうことにな

っているのか、ちょっとお伺いしたい点と、それと、家計急変世帯という

ことで、これ３７世帯ということなんですが、先ほどもあったように、こ

れは新型コロナの感染症の影響のあった分で収入が減少した方ということ
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で、令和３年の１月時点で、月いくらぐらいということで、これが１０掛

けてということで、それで非課相当の部分があった場合を対象とするとい

うことになっているはずなんですけども、この３７世帯という部分なんで

すけども、基本的にはこれがコロナの影響としたのかどうかっていうのは

まだ分からないと、あくまでも見込みということで捉えてよろしいんです

よね。さらにこれから、そしてこの家計急変世帯の分は申請手数きという

ふうになっているわけですけども、それで、その申請期間というのは、い

つまでということで提示されているのかという部分もお教えいただきたい

と思います。それで、こういう期間とか、非課税とか、その急変世帯の部

分については、コロナの影響、影響出ない方がまた影響があったんだとい

うことで、申請する場合もある、やはりそれなりの証明書とかの添付をさ

れて申請されるんだと思うんですけども、やはりそういう部分であれば、

この部分の今回ある、町民への周知が徹底しなければいけないのではない

のかなというふうに思っておりますので、これは予算通った時に町民のど

のような周知されるのかという点をお伺いしたいという点であります。そ

れと、もう一つ。これ最後の土木費の関係なんですけども、この補助金、

湯の里ヴィレッジの周辺道路除雪事業ということで、先の御説明の中で管

理組合から申請があったので、９０万ということで補助しますということ

でなっています。たぶんこれ、今まで８０万、記憶では８０万っていうふ

うに記憶していたんですけども、１０万円アップということになっている

んですけども、今年は何と言うのかな。雪が多かったからこの分の１０万

円アップされたのかというのを一つお伺いしたいと思います。  

 

○議長（冨樫順悦）  北山住民福祉課長。  

 

○住民福祉課長（北山誠一）  淀谷議員の１点目の御質問なんですが、非

課税世帯への給付の期間、この世帯数ですね、税務課のほうに照会をいた

しまして、件数をおさえてますので、その世帯に通知させていただくこと

になっております。期間については早急に、支給というふうになっており

ますので、期間というのは年度内に、年度内に給付できるような事務を進

めていきたい期間とさせていただきたいと思います。あと家計急変者の件

について、先ほど淀谷議員から御説明あったとおりの支給なんですけど、

この家計急変の申請なんですけど、期間ですね、令和３年の１月から令和

４年の９月まで、この期間で１か月間、任意の１か月間で急変あった場合

の、所得が減少した場合、それを証明するものを提示していただいて、う
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ちのほうで非課税世帯になるかどうかというのを調査させていただいて、

それから給付というふうになってございますので、御理解願います。  

 

○議長（冨樫順悦）  北川建設課長。  

 

○建設課長（北川淳一）  除雪の補助金の関係でお答えいたします。  

 淀谷議員がおっしゃったとおりですね、この組合に対する除雪の補助金

につきましては、毎年度、同組合のほうから申請がありまして、それを受

けて審査をして、決定をし、補助をしているという流れでございます。本

年度につきましては、昨年の１２月２０日付けでこの組合のほうから申請

がありまして、その申請内容がですね、例年に比べて除雪経費が２０万円

アップしたと、そういう内容の予算書を付けて、それに対して１０万円の

増額を要望したいという内容でありましたので、議員おっしゃったとおり

ですね、この降雪の状況を見て、町が判断したということではないという

ことで、御理解いただきたいと思います。以上です。  

 

○議長（冨樫順悦）  淀谷議員。  

 

○１番（淀谷融）  除雪の部分は分かりました。ありがとうございます。

それで、今の先ほどのですね、住民税の非課税世帯の、先ほど言った期間

というかね、締切って、基本的にはこの確認書と送り込むと。そして返送

して返ってくると。やはりそれは年度内だというのもあるのかもしれない

ですが、やはり期限を定めないと、ダラダラなっていくと、来なければ支

給できないわけですから、当然、その部分はいつまでということをするべ

きではないのかなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。そ

れと、やはりその部分について、先ほども質問していたんですけども、町

民への周知が大変必要だと。こういう、何と言うのかな。制度があるよと

いうことが必要だと思うんですけども、そのへんをどういうふうに考えて

いるのかっていうことも。  

 

○議長（冨樫順悦）  北山住民福祉課長。  

 

○住民福祉課長（北山誠一）  淀谷議員の再質問にお答えします。  

 期限ですね、期限は早急に設定しましてですね、その期限を過ぎても、

その申請が返ってこない場合はですね、こちらから再度連絡をしてとかで
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すね。そういうふうにして早急に対応していきたいと考えてございますの

で、御理解願います。あと、家計急変の場合はですね、その方々に対して

はですね、どういう方が対象になるかというのはまだ分からないことなの

で、これもですね、今、言ったとおりですね、周知のほう、町広報なり、

そういうようなので掲載してですね、周知してまいりたいと考えてござい

ますので、御理解願います。  

 

○議長（冨樫順悦）  いいですか。  

ほかに質疑ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  

これより討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  

これより、議案第１号令和３年度蘭越町一般会計補正予算を採決いたし

ます。  

お諮りいたします。  

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

異議なしと認めます。  

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。  

 

〇議長（冨樫順悦）  以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は、全

部終了いたしました。  

これにて、令和４年第１回蘭越町議会臨時会を閉会いたします。  

 

午前１０時５２分  閉会  


